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去
る
令
和
二
年
二
月
十
三
・
十
四

日
、
一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
総
会

が
、
東
京
ベ
イ
幕
張
ホ
ー
ル
に
於
い

て
、
千
葉
県
神
社
庁
の
当
番
で
開
催

さ
れ
、
約
二
百
五
十
名
が
参
加
し
た
。

本
県
か
ら
、
根
津
庁
長
を
始
め
役

員
十
七
名
が
出
席
。
当
日
は
バ
ス
で

向
か
い
、
午
後
一
時
に
会
場
入
り
し
た
。

第
一
部
の
『
総
会
』
で
は
、
午
後

二
時
、
古
谷
和
史
千
葉
県
神
社
庁
副

庁
長
の
開
会
の
辞
で
始
ま
り
「
神
宮

遥
拝
」「
国
歌
斉
唱
」「
敬
神
生
活
の

綱
領
唱
和
」「
地
元
稲
毛
淺
間
神
社

代
表
参
拝
報
告
」
と
進
み
、
岡
嶋
千

暁
千
葉
県
神
社
庁
長
が
当
番
県
と
し

て
歓
迎
の
挨
拶
を
行
っ
た
。
来
賓
祝

辞
で
は
、
神
社
本
庁
統
理
御
名
代
田

中
恆
清
神
社
本
庁
総
長
、
小
松
揮
世

久
神
宮
大
宮
司
、
打
田
文
博
神
政
連

会
長
が
交
々
祝
辞
を
述
べ
た
。

議
事
で
は
、
平
成
三
十
年
並
令
和

元
年
五
月
定
例
評
議
員
会
へ
提
出
の

議
案
に
つ
い
て
、
一
、
上
皇
陛
下
の

聖
徳
敬
仰
の
諸
事
業
を
展
開
中
。
二
、

御
即
位
奉
祝
国
民
運
動
は
本
庁
の
基

本
姿
勢
に
則
り
推
進
す
る
、
と
の
回

答
を
得
た
事
が
報
告
さ
れ
た
。
又
、

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
総
会
の
本

庁
へ
の
提
出
議
案
で
は
、「
わ
か
り

易
い
神
宮
大
麻
奉
斎
の
意
義
啓
発
」

が
全
国
展
開
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る

と
の
件
が
当
番
県
よ
り
発
議
さ
れ
可

決
さ
れ
た
。

第
二
部
『
意
見
発
表
』
で
は
、
浅

間
神
社
宮
司
御
田
村
俊
一
氏
が
、
初

詣
に
対
し
「
夏
詣
」
の
新
し
い
風
習

の
創
設
を
呼
び
掛
け
、
又
、
久
伊
豆

神
社
禰
宜
小
林
威
朗
氏
が
、
参
宮
の

遺
跡
調
査
を
通
じ
神
職
の
意
識
改
革

が
大
切
、
と
訴
え
た
。
此
の
後
、
次

年
度
当
番
黒
川
正
邦
栃
木
県
神
社
庁

長
が
挨
拶
、
聖
寿
万
歳
が
奉
唱
さ
れ
、

全
日
程
を
終
え
た
。
夕
刻
、
懇
親
会

が
開
か
れ
更
な
る
親
交
が
深
め
ら
れ

た
。斯

う
し
た
交
流
は
、
斯
界
発
展
の

原
動
力
で
あ
り
頼
も
し
く
思
わ
れ

る
。

令
和
元
年
度
大
麻
並
暦
頒
布
実
績
表 

令
和
二
年
一
月 

小　大　麻 中　大　麻 大　大　麻 大 麻 合 計 郷　土　暦 
支　部 頒布数 増減 頒布数 増減 頒布数 増減 頒布数 増減 増減 頒布数 
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0 
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15
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1,080 
610 
1,180 
7,850 
1,674 
0 

13,789

171 
148 
150 
179 
41 
38 
800 
194 
0 

1,721

甲 府 支 部  
東山梨支部 
東八代支部 
峡 南 支 部  
峡 中 支 部  
峡 北 支 部  
南都留支部 
北都留支部 
神 社 庁 扱  
合　　計 

1,354 
368 
700 
499 
880 
444 
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敬
神
生
活
の
綱
領 

 
　
神
道
は
天
地
悠
久
の
大
道
で

あ
っ
て
、
崇
高
な
る
精
神
を
培

ひ
、
太
平
を
開
く
の
基
で
あ
る
。 

　
神
慮
を
畏
み
祖
訓
を
つ
ぎ
、

い
よ
い
よ
道
の
精
華
を
発
揮
し
、

人
類
の
福
祉
を
増
進
す
る
は
、

使
命
を
達
成
す
る
所
以
で
あ
る
。 

　
こ
こ
に
こ
の
綱
領
を
か
か
げ

て
向
う
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
、

実
践
に
つ
と
め
て
以
て
大
道
を

宣
揚
す
る
こ
と
を
期
す
る
。 

 

一
、
神
の
恵
み
と
祖
先
の
恩

と
に
感
謝
し
、
明
き
清

き
ま
こ
と
を
以
て
祭
祀

に
い
そ
し
む
こ
と 

 

一
、
世
の
た
め
人
の
た
め
に

奉
仕
し
、
神
の
み
こ
と

も
ち
と
し
て
世
を
つ
く

り
固
め
成
す
こ
と 

 

一
、
大
御
心
を
い
た
だ
き
て

む
つ
び
和
ら
ぎ
、
国
の

隆
昌
と
世
界
の
共
存
共

栄
と
を
祈
る
こ
と 

日

原

盛

幸

東
山
梨
支
部
　
支
部
長

一
都
七
県
神
社
庁
連
合
会
総
会
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記

一．

修
祓

一．

斎
主
一
拝

一．

開
扉

一．

献
饌

一．

斎
主
祝
詞
を
奏
す

一．

本
庁
幣
を
献
ず

一．

献
幣
使
祭
詞
を
奏
す

一．

斎
主
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼

一．

献
幣
使
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼

一．

参
列
者
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼

一．

本
庁
幣
を
撤
す

一．

撤
饌

一．

閉
扉

一．

斎
主
一
拝

以
上

笛
吹
市
石
和
町
に
あ
る
ス
コ
レ
ー

セ
ン
タ
ー
は
正
午
過
ぎ
か
ら
、
ち
ょ

っ
と
し
た
熱
気
に
包
ま
れ
て
い
ま
し

た
。
開
演
は
午
後
二
時
で
す
が
一
時

間
以
上
も
前
か
ら
百
人
以
上
の
行
列

が
で
き
て
い
ま
し
た
。
昼
休
み
も
そ

こ
そ
こ
に
市
職
員
が
対
応
に
追
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

令
和
二
年
二
月
二
十
三
日
輝
け
笛

吹
春
の
舞
、
笛
吹
神
楽
祭
は
開
場
予

定
を
三
十
分
早
め
て
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
収
容
人
員
四
百
名
は
満
席
、
両

サ
イ
ド
の
通
路
に
は
立
っ
て
見
る
人

も
出
る
ほ
ど
で
し
た
。

山
梨
岡
神
社
太
々
神
楽
（
春
日
居

町
）
は
久
米
の
舞
と
千
引
の
舞
、
二

之
宮
美
和
神
社
太
々
神
楽
（
御
坂
町
）

は
剣
の
舞
と
国
向
の
舞
、
諏
訪
南
宮

大
神
寺
尾
太
々
神
楽
（
境
川
町
）
は

天
児
屋
根
命
の
舞
と
大
山
祗
神
の
舞

と
天
鈿
女
命
の
舞
、
永
井
天
神
社
大

和
神
楽
（
八
代
町
）
は
道
饗
猿
田
の

舞
と
神
楽
祝
詞
乙
舞
は
そ
れ
ぞ
れ
四

十
五
分
持
ち
で
し
た
が
十
分
二
十
分

は
当
た
り
前
に
超
過
し
、
終
了
し
た

の
は
午
後
六
時
半
。
会
場
を
後
に
駐

車
場
に
向
か
う
群
衆
の
中
か
ら
は

「
や
っ
ぱ
り
、
う
ち
の
神
楽
が
一
番

い
い
。」
と
か
「
う
ち
の
神
楽
は
動

き
が
激
し
く
て
面
白
い
。
」
と
か

「
神
楽
祝
詞
を
初
め
て
聞
い
た
よ
。」

な
ど
の
声
が
聞
こ
え
て
来
ま
し
た
。

周
辺
は
、
す
っ
か
り
陽
も
沈
み
ヘ
ッ

ド
ラ
イ
ト
を
点
け
た
車
が
次
々
に
駐

車
場
か
ら
出
て
行
き
ま
し
た
。

私
も
永
井
天
神
社
で
神
楽
を
舞
っ

て
お
り
ま
す
が
、
普
段
、
他
の
神
社

の
神
楽
を
拝
見
す
る
機
会
が
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
今
回
の
催
し
は
大
変
楽

し
み
で
し
た
。

楽
は
よ
く
似
て
お
り
耳
慣
れ
た
拍

子
が
多
い
で
す
が
、
舞
と
楽
の
組
合

せ
が
異
な
る
も
の
。
舞
は
同
種
で
も

微
妙
に
所
作
の
異
な
る
も
の
。
立
派

な
装
束
や
歴
史
の
あ
る
面
や
楽
器
を

沢
山
拝
見
で
き
有
意
義
な
時
間
を
過

ご
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

去
る
令
和
二
年
一
月
二
十
八
日
に

山
梨
県
神
社
庁
に
於
い
て
神
殿
例
祭

が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
本
来
で
あ
れ

ば
、
新
年
初
会
も
併
せ
て
開
催
さ
れ

る
予
定
で
し
た
が
、
大
雪
の
注
意
報

が
二
十
七
日
か
ら
二
十
八
日
に
か
け

て
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
中

止
と
な
り
、
神
殿
例
祭
に
つ
き
ま
し

て
も
出
席
が
可
能
な
奉
仕
者
の
み
に

て
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

斎
主
は
根
津
泰
昇
庁
長
、
副
斎
主

に
上
文
司
厚
南
都
留
支
部
長
理
事
、

献
幣
使
に
古
屋
真
弘
本
庁
評
議
員
理

事
、
典
儀
に
竹
埜
元
木
山
梨
県
神
道

青
年
会
会
長
、
祭
員
に
山
梨
県
神
道

青
年
会
、
丹
沢
稜
、
岡
田
美
佐
子
、

津
金
善
美
会
員
、
献
幣
使
随
員
に
藤

巻
普
紀
神
道
青
年
会
副
会
長
、
奏
楽

に
山
梨
県
神
道
雅
楽
会
秋
山
忠
也
会

長
、
篠
原
康
正
会
員
の
奉
仕
に
よ
り
、

厳
粛
の
う
ち
に
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
雪
が
降
る
中
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、
左
記
の
次
第
に
則
り
神
殿

例
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
事
を
報
告

致
し
ま
す
。

神
　
殿
　
例
　
祭

天
神
社

宮
司
　
渡
　
邊
　
英
　
明

輝
け
笛
吹
春
の
舞

笛
吹
神
楽
祭
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去
る
二
月
二
十
一
日
、
神
社
庁
神

殿
祈
年
祭
を
峡
中
支
部
が
担
当
し
奉

仕
し
ま
し
た
。

支
部
で
は
、
専
業
と
し
て
神
職
を

さ
れ
て
お
ら
れ
る
方
が
居
な
い
の
で

人
選
に
あ
た
り
、
支
部
長
が
と
て
も

苦
労
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
私
も
前
回

に
続
き
、
連
続
で
奉
仕
す
る
事
と
な

り
ま
し
た
。

祈
年
祭
が
近
づ
く
と
、
仕
事
帰
り

に
支
部
内
の
神
社
に
て
習
礼
を
重

ね
、
作
法
を
確
認
し
ま
し
た
。
私
自

身
、
日
頃
は
単
身
で
の
略
式
祭
式
が

殆
ど
の
為
、
随
分
と
作
法
が
乱
れ
て

い
る
事
を
実
感
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

同
じ
気
持
ち
を
持
っ
た
者
同
士
、
お

互
い
に
作
法
を
確
認
し
な
が
ら
進
め

て
行
く
の
は
、
思
っ
た
以
上
に
楽
し

く
収
穫
は
あ
り
ま
す
。
特
に
支
部
内

で
も
、
仕
事
の
都
合
上
、
な
か
な
か

会
え
な
い
神
職
の
方
々
と
も
交
流
す

る
機
会
に
な
り
ま
し
た
。

奉
仕
さ
れ
た
神
職
の
皆
様
、
ご
苦

労
様
で
し
た
。
今
後
と
も
こ
の
経
験

を
、
日
頃
の
奉
仕
に
活
か
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

図
ら
ず
も
、
今
期
教
化
委
員
会
研

修
部
長
を
拝
命
し
、
祈
年
祭
後
の
教

化
講
演
会
を
企
画
し
た
。

昨
年
三
月
、
伊
勢
の
神
宮
に
於
い

て
「
都
市
大
麻
頒
布
向
上
研
修
会
」

に
神
社
庁
よ
り
参
加
の
命
を
受
け
二

日
間
の
研
修
の
際
に
、
第
六
十
二
回

神
宮
式
年
遷
宮
が
無
事
に
終
了
し
た

事
か
ら
、
次
回
六
十
三
回
の
式
年
遷

宮
に
向
け
、
神
宮
大
麻
の
初
穂
料
の

改
定
が
行
わ
れ
る
情
報
を
得
た
。

二
月
二
十
一
日
の
祈
年
祭
終
了
後

の
教
化
講
演
会
で
、
そ
の
初
穂
料
改

定
に
至
る
経
緯
と
状
況
を
神
職
、
氏

子
の
皆
様
に
ご
理
解
頂
き
た
く
、
神

社
本
庁
本
宗
奉
賛
部
長
湯
澤
豊
様
を

講
師
と
し
て
お
招
き
し
て
、
お
お
よ

そ
一
時
間
の
講
演
会
を
開
催
し
た
。

ま
だ
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
の
影
響

も
心
配
さ
れ
ず
、
多
く
の
神
職
、
総

代
、
氏
子
の
方
々
が
ご
参
加
さ
れ
た
。

神
宮
に
あ
っ
て
は
、
次
回
式
年
遷

宮
に
あ
た
り
、
資
金
を
貯
蓄
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
前
回
の
遷

宮
よ
り
も
一
層
の
資
金
が
必
要
で
あ

る
と
思
慮
し
て
い
る
と
の
説
明
を
頂

い
た
。
ま
だ
ま
だ
先
の
事
と
思
わ
れ

て
い
る
よ
う
だ
が
、
六
十
三
回
式
年

遷
宮
に
向
け
て
の
緒
祭
は
始
ま
っ
て

お
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
遷
宮
を
迎

え
て
し
ま
う
。

前
回
同
様
、
氏
子
崇
敬
者
様
に

様
々
な
お
願
い
を
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
事
を
申
し
訳
な
く
思
う
の
だ

が
、
ぜ
ひ
お
力
添
え
を
頂
き
た
く
報

告
い
た
し
ま
す
。

峡
中
支
部

理
　
事
　
内
　
藤
　
正
　
隆

神
社
庁
神
殿
祈
年
祭
を

終
え
て

教
化
委
員
会

研
修
部
長

篠
　
原
　
敬
　
逸

教

化

講

演

会
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絵
本
日
本
の
神
話

ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
オ
（
第
一
話
）

「
一
般
財
団
法
人
　
日
本
文
化
興
隆
財
団
」
提
供

問
い
合
わ
せ

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
四
│
五
│
十
　

電
　
話

〇
三
│
五
七
七
五
│
一
一
四
五

一
冊
　
二
〇
〇
円

お
子
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
と
、

神
話
の
世
界
を
お
楽
し
み
下
さ
い
。
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（
一
九
〇
号
　
第
二
話
へ
続
く
）
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当
会
恒
例
事
業
と
な
っ
て
い
る
こ

の
事
業
は
先
の
大
戦
終
了
直
後
の
昭

和
二
十
年
八
月
に
日
ソ
不
可
侵
条
約

を
破
り
、
旧
ソ
連
軍
の
侵
攻
に
よ
っ

て
不
法
に
占
拠
さ
れ
た
国
後
、
色
丹
、

択
捉
、
歯
舞
の
北
方
四
島
を
一
日
も

早
い
返
還
を
働
き
か
け
る
べ
く
行
わ

れ
て
き
た
事
業
で
あ
り
ま
す
。

日
本
と
ロ
シ
ア
の
間
で
最
初
に
国

境
の
取
り
決
め
が
行
わ
れ
た
日
露
和

親
条
約
締
結
の
日
で
あ
る
二
月
七
日

を
「
北
方
領
土
の
日
」
と
し
て
昭
和

五
十
五
年
に
制
定
さ
れ
、
北
方
領
土

問
題
の
早
期
解
決
に
諸
団
体
が
活
動

を
続
け
て
お
り
ま
す
。

去
る
令
和
二
年
二
月
七
日
の
早

朝
、
甲
府
駅
前
に
、
北
方
領
土
返
還

要
求
運
動
山
梨
県
民
会
議
の
大
柴
県

議
を
始
め
、
諸
団
体
、
神
青
会
会
員

十
二
名
、
合
わ
せ
て
約
三
十
名
が
集

ま
り
、
四
島
の
早
期
返
還
を
啓
発
用

品
を
配
布
し
訴
え
か
け
ま
し
た
。

「
本
日
二
月
七
日
は
北
方
領
土
の
日
。

大
東
亜
戦
争
終
了
直
後
に
旧
ソ
連
軍

に
よ
っ
て
不
法
に
占
拠
さ
れ
、
現
在

も
ロ
シ
ア
の
不
法
占
領
下
に
あ
る
北

方
四
島
は
日
本
固
有
の
領
土
で
あ
り

ま
す
。」
と
声
を
張
り
上
げ
て
啓
発

し
、
啓
発
品
は
三
十
分
程
で
全
て
配

布
致
し
ま
し
た
。

会
員
は
、
続
け
て
甲
府
市
内
を
巡

り
、
早
期
復
帰
を
訴
え
つ
つ
、
こ
の

問
題
を
風
化
さ
せ
な
い
よ
う
に
街
宣

活
動
に
励
ん
で
参
り
ま
し
た
。

戦
後
七
十
五
年
が
経
過
し
、
当
時

北
方
四
島
に
住
ま
わ
れ
て
い
た
方
も

減
少
し
、
そ
の
当
時
幼
か
っ
た
方
も

八
十
歳
を
越
え
て
し
ま
っ
て
お
り
ま

す
。
私
た
ち
青
年
神
職
は
、
先
輩
よ

り
受
け
継
い
だ
こ
の
事
業
に
励
み
、

一
日
で
も
早
い
問
題
の
解
決
に
向
け

て
活
動
を
続
け
て
参
り
た
い
と
存
じ

ま
す
。

去
る
令
和
二
年
二
月
二
十
七
日
、

当
会
で
は
祖
国
日
本
を
守
る
た
め
に

玉
砕
し
た
英
霊
の
御
霊
を
慰
め
、
今

日
あ
る
繁
栄
と
平
和
を
報
告
し
感
謝

の
誠
を
捧
げ
る
こ
と
を
目
的
に
創
立

七
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
「
沖
縄

甲
斐
の
塔
慰
霊
祭
」
を
斎
行
し
、
会

員
十
四
名
が
参
加
し
た
。

大
東
亜
戦
争
に
於
い
て
沖
縄
、
南

方
諸
地
域
で
散
華
さ
れ
た
山
梨
県
出

身
者
の
御
霊
を
お
祀
り
す
る
甲
斐
の

塔
は
、
昭
和
四
十
一
年
、
県
内
戦
没

者
の
多
か
っ
た
八
重
瀬
具
志
頭
に
建

立
さ
れ
、
沖
縄
戦
で
の
五
百
五
十
柱

を
含
む
山
梨
県
関
係
戦
没
者
二
万
二

千
五
十
一
柱
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

塔
域
は
暑
さ
の
厳
し
い
沖
縄
の
地
に

あ
っ
て
御
霊
た
ち
が
静
か
な
樹
陰
で

安
ら
か
に
お
鎮
ま
り
い
た
だ
け
る
よ

う
に
と
現
在
で
は
緑
化
植
樹
が
さ
れ

て
い
る
。

慰
霊
祭
に
先
立
ち
同
月
二
十
一

日
、
山
梨
縣
護
國
神
社
に
お
い
て
当

慰
霊
祭
斎
行
に
よ
る
奉
告
参
拝
を
し

た
一
行
は
二
十
六
日
、
宜
野
湾
市
の

普
天
間
宮
、
那
覇
市
の
沖
縄
県
護
国

神
社
と
波
上
宮
を
正
式
参
拝
し
、
そ

の
後
糸
満
市
の
山
雨
の
塔
を
訪
れ
清

掃
・
献
花
を
行
っ
た
。
山
雨
の
塔
は

沖
縄
戦
末
期
に
第
二
十
四
師
団
司
令

部
が
あ
り
、
昭
和
二
十
年
六
月
三
十

日
に
山
梨
県
出
身
の
師
団
長
・
雨
宮

巽
中
将
が
自
決
し
て
軍
旗
の
奉
焼
が

行
わ
れ
る
な
ど
山
梨
県
に
縁
深
い
。

翌
二
十
七
日
午
前
十
時
、
当
会
竹

埜
会
長
が
斎
主
を
務
め
、
新
垣
義
夫

沖
縄
県
神
社
庁
副
庁
長
、
加
治
順
人

沖
縄
県
護
国
神
社
宮
司
、
小
原
浩
山

梨
県
人
会
会
長
、
石
底
直
樹
沖
縄
県

神
道
青
年
会
会
長
参
列
の
下
、
甲
斐

の
塔
に
於
い
て
慰
霊
祭
を
斎
行
し

た
。
斎
主
の
心
を
込
め
た
祭
詞
奏
上

の
間
、
会
員
一
同
、
静
か
な
波
の
音

と
爽
や
か
に
吹
き
抜
け
る
風
を
感
じ

な
が
ら
、
御
霊
へ
の
感
謝
の
誠
を
捧

げ
厳
粛
の
内
に
祭
儀
を
終
え
た
。

戦
後
七
十
余
年
が
過
ぎ
、
遺
族
や

戦
友
の
高
齢
化
に
伴
い
直
接
の
関
係

者
は
減
少
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
。

自
分
の
縁
者
に
も
必
ず
英
霊
が
お
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
、
鎮
魂

の
心
を
い
つ
ま
で
も
伝
え
る
こ
と
が

日
本
人
の
責
務
だ
。
我
々
が
日
々
平

穏
な
暮
ら
し
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

の
は
先
人
た
ち
の
遺
烈
に
依
る
も
の

で
あ
る
。
い
つ
し
か
我
々
は
先
人
た

ち
へ
の
感
謝
を
忘
れ
て
し
ま
う
程

に
、
豊
か
で
平
和
な
生
活
を
手
に
し

た
よ
う
に
思
え
る
が
、
玉
砕
し
た
御

霊
を
慰
め
先
人
た
ち
の
想
い
を
伝
承

し
、
愛
す
る
国
や
故
郷
の
家
族
を
守

ら
ん
と
し
た
御
霊
の
心
を
感
じ
伝
へ

て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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竹

埜

元

木

山
梨
県
神
道
青
年
会
　
会
長

北
方
領
土
返
還
要
求
運
動

小
佐
野
　
正
　
崇

山
梨
県
神
道
青
年
会
　
渉
外
理
事

「
沖
縄
甲
斐
の
塔
慰
霊
祭
」
を
終
え
て

山
梨
県
神
道
青
年
会
創
立
七
十
周
年
記
念
事
業
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ま
ず
始
め
に
、
全
国
で
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
さ
れ
た
方
、
又

お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
に
対
し
ま

し
て
、
お
見
舞
い
、
お
悔
や
み
申
し

上
げ
ま
す
。

今
年
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
で
、
多
く
の
人
が
集
ま
る
祭
事
等

が
中
止
、
縮
小
さ
れ
、
神
社
関
係
の

事
業
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
が
出
て

い
る
と
思
い
ま
す
。

一
日
も
早
く
終
息
す
る
こ
と
を
願

っ
て
い
ま
す
。

私
事
で
す
が
、
私
の
父
も
生
前
、

地
元
の
神
社
（
八
幡
神
社
）
の
総
代

等
を
長
年
務
め
て
い
ま
し
て
、
回
り

回
っ
て
現
在
息
子
で
あ
る
私
が
総
代

を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

父
の
頃
の
神
社
に
対
す
る
氏
子
、

地
域
住
民
の
方
の
考
え
、
接
し
方
に

つ
い
て
は
、
祭
事
に
も
多
く
の
人
が

参
加
し
、
大
麻
の
頒
布
に
つ
い
て
も

全
世
帯
、
全
氏
子
が
協
力
し
て
下
さ

い
ま
し
た
。

全
国
的
に
も
同
じ
で
す
が
、
新
し

い
世
帯
、
特
に
若
い
世
帯
に
つ
い
て

は
、
神
社
離
れ
が
目
立
ち
、
運
営
に

も
苦
慮
し
て
い
ま
す
。

そ
の
様
な
中
で
、
時
代
に
合
っ
た

地
元
神
社
の
在
り
方
、
住
民
、
氏
子

と
の
関
わ
り
方
を
模
索
し
、
祭
事
等

に
は
多
く
の
氏
子
の
参
加
を
頂
き
い

つ
で
も
子
供
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う

な
神
社
で
、
地
域
住
民
の
絆
づ
く
り

の
一
助
と
な
る
よ
う
な
祭
づ
く
り
を

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。私

ど
も
の
神
社
で
は
、
一
昨
年
ま

で
は
秋
に
自
治
会
と
一
緒
に
例
大
祭

を
行
い
、
子
供
神
輿
が
地
域
を
練
り

歩
き
、
祭
を
盛
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、

昨
年
よ
り
、
神
職
が
春
に
も
祭
を
と

考
案
し
、
木
馬
に
乗
り
、
子
供
流
鏑

馬
を
自
治
会
の
区
民
祭
に
お
い
て
披

露
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
は
、
よ
り
多
く
の
子
供
が
参

加
出
来
る
よ
う
工
夫
す
る
と
共
に
、

自
治
会
と
も
協
議
を
重
ね
る
中
で
、

神
社
の
二
大
祭
典
に
な
る
よ
う
努
力

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
り
と
め
の
な
い
内
容
で
す
が
、

今
神
社
の
関
係
者
と
な
り
、
感
じ
て

い
る
事
を
述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

最
後
に
、
神
社
関
係
者
の
皆
様
の

ご
健
勝
ご
多
幸
並
び
に
、
神
社
庁
報

「
か
ひ
が
ね
」
が
末
永
く
続
く
こ
と

を
祈
念
致
し
ま
す
。

即
位
礼
正
殿
の
儀
が
テ
レ
ビ
で
放

映
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
の
国
が
世
界

で
歴
史
あ
る
、
天
皇
制
の
国
で
あ
る

こ
と
を
改
め
て
認
識
し
ま
し
た
。

建
部
神
社
の
総
代
と
し
て
の
神
社

の
取
組
を
紹
介
し
、
各
地
の
神
社
の

発
展
の
一
助
に
な
れ
ば
と
考
え
ま
す
。

ご
奉
仕
す
る
建
部
神
社
は
高
根
町

箕
輪
の
里
に
鎮
座
し
、
十
の
行
政
区

か
ら
構
成
さ
れ
、
氏
子
数
は
九
百
戸

足
ら
ず
の
農
村
地
域
で
す
。
総
代
・

世
話
人
・
二
十
名
で
諸
行
事
に
つ
い

て
、
準
備
・
運
営
及
び
奉
賛
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。
年
間
四
月
二
十
九

日
に
、
祈
年
祭
（
春
祭
り
）
新
入
学

児
童
の
記
念
植
樹
か
ら
は
じ
ま
り
、

神
楽
奉
納
、
浦
安
の
舞
奉
納
、
餅
投

げ
、
奉
納
剣
道
大
会
（
北
杜
市
ス
ポ

ー
ツ
少
年
団
）、
夏
越
の
大
祓
、
例

祭
（
秋
祭
り
）
戦
没
者
慰
霊
祭
、
浦

安
の
舞
奉
納
、
十
一
月
中
旬
新
嘗
祭
、

十
二
月
中
旬
境
内
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

木
葉
掃
き
、
神
宮
大
麻
の
頒
布
、
一

月
一
日
午
前
〇
時
よ
り
神
楽
奉
納
、

浦
安
の
舞
奉
納
、
甘
酒
、
福
引
を
執

り
行
っ
て
い
ま
す
。

午
前
〇
時
か
ら
の
参
拝
は
、
九
〇

〇
名
位
の
人
が
お
詣
り
に
訪
れ
ま
す
。

そ
し
て
神
職
、
役
員
、
氏
子
等
で

神
社
の
シ
メ
縄
作
り
を
行
っ
て
い
ま

す
。
長
さ
十
ｍ
、
太
さ
三
十
㎝
位
の

シ
メ
縄
で
す
。
氏
子
さ
ん
が
特
別
の

稲
を
作
り
、
稲
刈
、
陰
干
し
を
し
て

青
い
稲
藁
を
作
り
、
半
日
が
か
り
で

シ
メ
縄
を
作
り
ま
す
。

元
旦
祭
に
間
に
合
う
よ
う
、
神
社

の
拝
殿
の
正
面
に
飾
り
ま
す
。
こ
の

行
事
も
地
域
の
守
り
神
と
し
て
の
崇

敬
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
神
社
繁
栄
と
地
域
発

展
を
願
い
、
神
職
、
役
員
、
氏
子
の

皆
さ
ん
で
諸
行
事
に
励
ん
で
行
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

〈
峡
中
支
部
〉

八
幡
神
社
　
総
代

坂
　
本
　
　
　
桂

総
代
広
場

第
四
回

〈
峡
北
支
部
〉

建
部
神
社
　
総
代

坂
　
本
　
治
　
年



令
和
二
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
二

十
七
日
の
伊
勢
神
宮
初
詣
り
に
参
加

致
し
ま
し
た
。
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
流
行
で
少
人
数
で
の
初

詣
り
と
な
り
ま
し
た
。
二
十
五
日
の

初
日
、
夜
明
け
前
に
出
発
し
徐
々
に

陽
が
昇
る
の
を
感
じ
な
が
ら
神
宮
へ

と
向
か
い
ま
し
た
。
順
調
に
進
み
外

宮
へ
到
着
、
御
垣
内
参
拝
し
て
、
内

宮
で
は
御
垣
内
参
拝
の
後
御
神
楽
を

奉
納
し
ま
し
た
。
そ
の
後
お
か
げ
横

丁
の
散
策
を
楽
し
み
宿
へ
と
移
動

し
、
夜
の
懇
親
会
で
は
早
朝
か
ら
の

旅
の
疲
れ
も
忘
れ
、
一
緒
に
参
加
さ

れ
た
奥
様
方
と
も
和
気
合
々
と
楽
し

い
初
日
と
な
り
ま
し
た
。
二
日
目
は

中
部
国
際
空
港
か
ら
北
海
道
旭
川
へ

大
移
動
で
し
た
。
久
し
ぶ
り
の
空
の

旅
で
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
も
、
目
下

に
広
が
る
雲
海
や
空
撮
で
も
し
て
い

る
か
の
様
に
見
え
る
地
上
の
様
子
に

見
入
っ
て
い
る
間
に
旭
川
空
港
へ
到

着
、
待
っ
て
い
た
バ
ス
に
乗
り
旭
川

神
社
へ
と
向
か
い
ま
し
た
。
神
社
で

は
芦
原
宮
司
様
は
じ
め
家
族
の
皆
様

が
温
か
く
出
迎
え
て
下
さ
い
ま
し

た
。
正
式
参
拝
の
後
、
由
緒
等
お
話

し
下
さ
り
、
ま
た
屯
田
兵
ゆ
か
り
の

神
社
と
い
う
事
も
あ
り
隣
接
さ
れ
て

い
る
旭
川
兵
村
記
念
館
を
案
内
し
て

下
さ
い
ま
し
た
。
中
に
は
屯
田
兵
の

開
拓
、
生
活
の
様
子
を
伝
え
る
道
具

や
写
真
文
書
等
々
展
示
さ
れ
て
い

て
、
人
々
の
力
の
す
ご
さ
と
心
の
強

さ
を
実
感
し
ま
し
た
。
最
終
日
の
朝
、

宿
泊
し
た
層
雲
峡
の
ホ
テ
ル
の
温
度

は
マ
イ
ナ
ス
二
十
二
度
を
表
示
し
て

い
ま
し
た
。
山
梨
で
は
体
験
す
る
事

の
な
い
気
温
で
す
。
今
回
最
終
行
程

と
な
る
、
ガ
リ
ン
コ
号
に
乗
り
流
氷

体
験
の
為
紋
別
へ
と
向
か
い
ま
し

た
。
乗
船
し
、
行
く
先
に
広
が
る
流

氷
群
は
青
い
空
と
白
い
氷
が
水
平
線

と
な
り
、
そ
の
中
に
割
り
入
っ
て
行

く
姿
は
力
強
く
爽
快
で
し
た
。
素
晴

ら
し
い
風
景
を
目
に
し
心
に
残
る
神

宮
初
詣
り
で
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
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甲
府
市
御
岳
町
金
櫻
神
社
春
季
例
大
祭

（
〜
26
日
）

富
士
河
口
湖
町
河
口
浅
間

神
社
例
大
祭
（
孫
見
祭
）

甲
府
市
国
玉
町
玉
諸
神
社
梅
の
折
枝
祭

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
八
幡
神
社
例
大
祭

甲
斐
市
中
下
条
松
尾
神
社
例
祭
前
夜
祭

山
縣
神
社
神
徳
顕
彰
祭
　
大
月
市
駒
橋
三

嶋
神
社
春
祭
　
甲
斐
市
中
下
条
松
尾
神
社

本
祭
り
　
高
根
町
長
沢
船
形
神
社
春
季
例

大
祭
　
高
根
町
箕
輪
建
部
神
社
春
祭
　

白
州
町
白
須
若
宮
八
幡
神
社
春
祭
り

忍
野
村
忍
草
浅
間
神
社
八
十
八
夜
祭

稲
積
神
社
例
大
祭
・
正
ノ
木
祭
（
〜
５
日
）

甲
府
市
宮
原
町
宇
波
刀
神
社
春
季
例
祭

忍
野
村
忍
草
浅
間
神
社
例
祭
（
春
季
大
祭
）

北
口
本
宮
冨
士
浅
間
神
社
例
祭
（
初
申
祭
）

山
梨
市
下
石
森
山
梨
岡
神
社
つ
つ
じ
祭
り

山
梨
市
西
大
石
神
社
例
大
祭

甲
斐
市
富
竹
新
田
神
明
神
社
例
大
祭

稲
積
神
社
お
田
植
祭

忍
野
村
忍
草
浅
間
神
社
国
重
要
文
化
財
指

定
記
念
祭

４
・
25

４
・
26

４
・
28

４
・
29

４
・
30

５
・
１

５
・
２

５
・
３

５
・
５

５
・
10

５
・
23

６
・
９

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

祭
　
典
　
日
　
程

祭
　
典
　
日
　
程 

祭
　
典
　
日
　
程 

甲
府
市
中
央
甲
斐
奈
神
社
大
祓
祭

山
梨
市
正
徳
寺
唐
土
神
社
夏
越
大
祓

武
田
神
社
夏
越
大
祓
　
稲
積
神
社
夏
越
大

祓
　
菅
田
天
神
社
夏
越
祭
　
穴
切
大
神
社

夏
越
大
祓
　
甲
府
市
宮
前
町
八
幡
神
社
み

そ
ぎ
祭
　
弓
削
神
社
夏
越
大
祓
　
酒
折
宮

夏
越
大
祓
　
甲
府
市
東
光
寺
山
八
幡
神
社

み
そ
ぎ
祭
　
南
ア
ル
プ
ス
市
吉
田
諏
訪
神

社
例
大
祭
禊
祭
　
南
ア
ル
プ
ス
市
落
合
八

王
子
社
禊
祭
　
忍
野
村
忍
草
浅
間
神
社
夏

越
大
祓
式
（
茅
輪
神
事
）

忍
野
村
内
野

浅
間
神
社
夏
越
大
祓
式
（
茅
輪
神
事
）

高
根
町
箕
輪
建
部
神
社
夏
越
大
祓

甲
府
市
御
岳
町
金
櫻
神
社
金
峰
山
本
宮
祭

冨
士
山
小
御
嶽
神
社
富
士
山
夏
山
開
山
祭

八
代
町
北
熊
野
神
社
御
田
植
え
祭

甲
府
市
住
吉
神
社
夏
季
例
大
祭
御
田
植

祭
　
都
留
市
田
野
倉
三
嶋
神
社
牛
頭
天
王

祭市
川
三
郷
町
鴨
狩
津
向
城
山
神
社
夏
祇
園

祭
　
身
延
町
帯
金
八
幡
大
神
社
祇
園
祭

大
嶽
山
那
賀
都
神
社
甘
酒
祭
（
〜
18
日
）

富
士
吉
田
市
新
屋
漣
神
社
津
島
・
八
坂
社

例
祭
（
夏
祭
り
）

６
・
27

６
・
28

６
・
30

７
・
１

７
・
７

７
・
11

７
・
12

７
・
17

７
・
19

渡
　
邊
　
か
お
る

南
都
留
支
部

神
宮
初
詣
り
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○
山
梨
県
女
子
神
職
会

祭
式
研
修
会
の
御
案
内

左
記
に
よ
り
山
梨
県
女
子
神
職
会

員
を
対
象
と
し
た
祭
式
研
修
を
開
催

致
し
ま
す
。

本
研
修
修
了
者
に
は
修
了
書
（
一

日
）
が
授
与
さ
れ
ま
す
。

記

一
、
目
　
的

神
社
祭
祀
並
び
に
祭
式
行
事
作

法
な
ど
神
社
祭
式
全
般
を
研
修

し
、
今
後
の
祭
祀
の
厳
修
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
、
期
　
日

令
和
二
年
六
月
二
十
二
日
（
月
曜
・
赤
口
）

午
前
八
時
半
〜
午
後
五
時

一
、
対
　
象

山
梨
県
女
子
神
職
会
会
員

一
、
会
　
場

山
梨
県
神
社
庁

（
甲
府
市
岩
窪
町
五
七
二
）

一
、
費
　
用

五
〇
〇
円

（
受
付
時
に
納
金
）

一
、
携
行
品

筆
記
用
具
・
白
衣
・
白

袴
・
白
足
袋
・
白
帯
・
・
ボ
ン
ボ
リ

一
、
申
込
締
切

六
月
十
五
日
神
社
庁

必
着
（
入
所
申
込
書
を
提
出
に
よ
る
）

一
、
問
合
せ
先

山
梨
県
神
社
庁

電
話
　
〇
五
五
│
二
八
八
│
〇
〇
〇
三

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
発
生
時
に
お
け
る
対
応
に
つ
い
て
左
記
の
通
り
お
示
し
し
ま
す
の
で
、

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

記

一
、
神
社
職
員
に
感
染
者
が
発
生
し
た
場
合

盧

恒
例
祭
祀
以
外
の
業
務
を
停
止
し
、
一
時
的
に
参
拝
停
止
の
措
置
を
取
る
と
共
に
、
速
や
か
に
管
轄

の
保
健
所
に
連
絡
し
、
施
設
の
消
毒
を
依
頼
す
る
。

盪

当
該
職
員
と
の
濃
厚
接
触
者
を
把
握
す
る
。

蘯

施
設
の
消
毒
、
及
び
濃
厚
接
触
者
の
隔
離
が
完
了
し
た
後
、
保
健
所
の
許
可
を
得
た
上
で
、
参
拝
者

の
受
入
れ
を
再
開
す
る
。

盻

保
健
所
の
指
示
の
下
、
濃
厚
接
触
者
に
対
し
、
二
週
間
以
上
の
期
間
を
定
め
て
出
勤
停
止
の
措
置
を

と
り
、
期
間
満
了
後
、
医
師
と
相
談
の
上
、
勤
務
を
再
開
さ
せ
る
。

二
、
神
社
職
員
の
家
族
に
感
染
者
が
発
生
し
た
場
合

盧

当
該
職
員
に
つ
い
て
、
二
週
間
以
上
の
期
間
を
定
め
て
出
勤
停
止
の
措
置
を
と
り
、
期
間
満
了
後
、

医
師
と
相
談
の
上
、
勤
務
を
再
開
さ
せ
る
。

盪

出
勤
停
止
の
期
間
中
、
当
該
職
員
に
感
染
が
疑
わ
れ
る
症
状
が
出
た
場
合
に
は
、
当
該
職
員
の
検
査

結
果
が
出
る
ま
で
の
間
、
当
該
職
員
と
の
濃
厚
接
触
者
に
対
し
出
勤
停
止
の
措
置
を
と
る
。
万
一
、

検
査
結
果
が
陽
性
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
項
蘯
盻
の
措
置
を
講
じ
る
。

三
、
そ
の
他

盧

万
一
の
場
合
に
備
え
、
管
轄
保
健
所
を
予
め
把
握
し
て
お
く
こ
と
。

盪

宮
司
一
人
奉
仕
の
神
社
な
ど
に
お
い
て
は
、
感
染
者
の
発
生
や
隔
離
に
よ
り
神
職
が
不
在
と
な
っ
た

場
合
に
備
え
、
代
わ
っ
て
祭
祀
を
執
行
す
る
神
職
な
ど
、
神
社
庁
や
支
部
内
で
の
人
的
な
協
力
支
援

に
つ
い
て
調
整
し
て
お
く
こ
と
。

以
上

今
後
の
予
定 

今
後
の
予
定 
今
後
の
予
定 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
発
生
時
に
お
け
る
対
応
に
つ
い
て


